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１ 整備方針 

令和９年度川越市障害者支援施設等の整備方針について、次のとおり定める。 

 

（１）最も優先的に行う整備事業 

重度の障害者及び医療的ケアを必要とする障害者（以下、重度障害者等）

の利用者を全定員数の８割以上とする次の施設の整備促進 

 ※重度の障害者：身体・知的障害者で障害支援区分が区分４以上の障害者や

強度行動障害を有する者 

ア 重度障害者等が利用できる生活介護事業所の整備促進 

重度障害者等が利用できるよう、看護師の常時配置や埼玉県が定める

「福祉のまちづくり条例」を遵守する等の対応、重度の障害者の受入に

必要な設備の整備（※１）等を行う生活介護事業所の整備を促進する。 

 

イ 重度障害者等が利用できるグループホームの整備促進 

重度障害者等及び障害者支援施設からの地域移行を希望する障害者が

住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを推進するため、看護

師の常時配置や埼玉県が定める「福祉のまちづくり条例」を遵守する等

の対応、重度の障害者の受入に必要な設備の整備（※１）等を行うグル

ープホームの整備を促進する。 

また、短期入所のニーズが高いことから、短期入所を併設するグルー

プホームの整備を優先する。 

 

ウ 重度障害者等が利用できる短期入所の整備促進 

重度障害者等に対して一時的に介護が困難な方への支援を推進するた

め、日中から夜間を通し看護師を常時配置する短期入所や、埼玉県が定

める「福祉のまちづくり条例」を遵守する等の対応、重度の障害者の受

入に必要な人員配置や設備の整備（※１）等を行う短期入所の整備を促

進する。 

特に、医療的ケアを必要とする障害者を受入可能とする事業所（※

２）の整備を優先する。 

 



（※１）施設全体のバリアフリー化、多目的トイレの設置、重度の障害者の

入浴支援のための特殊浴槽等の設置 等 

（※２）医療型のサービス費または福祉型強化のサービス費を算定可能な事

業所 

 

（２）優先的に行う整備事業 

 ア 防災体制の強化 

  障害者支援施設における災害発生時の入所者の安全を確保するため、

非常用自家発電設備及び非常用受水槽等の給水設備の整備を促進する。 

 

２ 川越市障害者福祉施設等施設整備費市費補助金に係る必須事項 

・１（１）の事業の整備区分が創設（事業所の新設）である場合、スプリン

クラー設備を設置すること。 

・１（１）の事業の整備区分が創設であって、整備予定の家屋が２階建て以

上の場合は、エレベーターを設置する等、重度障害者等のための上階への

移動手段を確保すること。 

・１（１）アの生活介護事業所の整備であって、整備区分が創設の場合、入

浴支援を行えるよう、入浴設備の設置及び支援の体制の確保を行うこと。 

 

３ 川越市障害者福祉施設等施設整備費市費補助金に係る留意事項 

川越市障害者福祉施設等施設整備費市費補助金の事業計画については、次

の点に留意すること。 

  

（１）申請を行う補助対象事業者は、本件補助事業で整備される施設を運営

する法人（法人設立を伴う場合は設立準備委員会も可）とすること。 

 （２）施設整備費補助金に係る事業計画は、原則として補助金の内示（例年

では整備年度の８月ごろ）から令和１０年３月３１日までに補助事業

が完了するものであること。 

 （３）創設により整備する施設については、川越市在住の利用者の受け入れ

に努めること。（概ね８割以上の川越市在住者の受入れを想定してい

る。） 

 （４）協議施設が民間補助金の申請と重複しないこと。 

 （５）補助を受けて整備する施設について、設置主体の名称等を公表するも

のであること。 

 （６）補助により整備した施設等については、「補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９ 号）」に基づき処分

制限がかかることを踏まえた上で申請すること。 



 （７）事前に必ず施設の必要性、具体的な需要の把握（整備予定のサービス

に係る障害者の需要を把握する調査等）を行うこと。 

（８）令和９年度事業の詳細が国より示されていないことから、今後、整備

基準や単価等の内容が変更となる場合があるので承知のこと。 

（９）施設の整備及び運営が円滑に行われるよう、近隣住民や地元自治会へ

説明を行うこと。 

（１０）事業実施に直接必要な土地は、土地登記の全部事項証明書により権

利関係を確認し、抵当権等、事業実施に支障が生じるおそれのある権

利は事前に抹消すること。 

（１１）国及び市の予算状況によっては、市の審査で適当と認められた案件

であっても補助事業として採択されない場合や減額して採択される場

合があることをあらかじめ了承すること。 


